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 申請主体の確認、事業計画の作成

令和６年度まで環境保全型農業直接支払交付金で長期中干し、冬期湛水等
に取り組んでいた農業者の方々が、令和７年度以降も引き続き取り組んでい
ただけるよう、令和７年度～令和11年度に限り、令和６年度を実施期間に含
む、長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、中干し延期、江の設置の実施等（京
都府では長期中干しと冬期湛水のみ）に関する計画を記載していた農業者団
体等が、「環境負荷低減の取組への支援（通称：みどり加算）」のみに取り
組むことができることとしています。

なお、令和12年度以降は、既存の活動組織に参加する等により、活動組織
として申請いただく必要があります。

■ 組織の設立、事業計画の作成

Ⅰ

よくあるQ&A
Q：令和6年度まで申請していた
「農業者の組織する団体」のうち１
名だけが長期中干し等の取組を行
う場合、どのように申請すればよいか。
A：令和6年度の申請主体につい
て、令和7年度～令和11年度に限
り、「みどり加算」のみを実施できるこ
ととしているため、申請は、これまで
申請されていた「農業者の組織する
団体」が行ってください。

・化学肥料・化学合成農薬を「京都府における農作物栽培に係る慣行レベル」（通称：「慣
行レベル」） から５割以上低減する取組と合わせて行う、長期中干し、冬期湛水、夏期湛
水、江の設置等、中干し延期のいずれかの取組を実施する地域（以下、「対象地域」とい
う。）を検討します。

・その際、「みどり加算」の交付を受けるためには、５年間の活動期間中に取組面積を拡大
する目標を設定し、達成する必要があるため、各年度の取組面積を踏まえ、対象地域の範
囲を検討します。

・５年間の活動期間中の取組面積拡大の目標を踏まえた対象地域は、合意形成が可能なまと
まりで検討してください。

※ 活動組織として申請することにより、地域ぐるみの取組として、取組に対する地域の理解が深
まったり、取組の広がりなどが期待できます。活動組織として「みどり加算」を申請する場合は、
水路・農道等の草刈り・泥上げなどの共同活動を実施する必要があります。活動組織として申請す
る場合、既存の活動組織に参加又は新たに活動組織を設立する方法があります。詳しくは、「多面
的機能支払交付金の活動の手引き（活動組織用）」を参照してください。

① 農業者の組織する団体

 多面的機能支払交付金の「みどり加算」を実施するに当
たり、団体の規約で変更すべき箇所はないか確認し、必
要に応じて変更します。

② 一定の条件を満たす農業者

 R6年度まで、一定の条件を満たし、市町村に特に認め
られた農業者については、同条件に該当することを確認
します。

１ 対象地域の設定

２ 規約等の確認
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• 事業の目標、内容、実施期間及び構成員に係る事項を定めた事業計画書（様式第１－２
号）を作成します。

３ 事業計画（案）の作成

■ 組織の設立、事業計画の作成

本様式に上記様式（様式第１－２号）を添付し提出してください。

様式第１－１号、１－２号は、多面
的機能支払、中山間地域等直接
支払、環境保全型農業直接支払
の共通様式です。

これは多面的機能支払交付金の
みに取り組む場合の記載例です。
必要に応じて追記等してください。

令和６年度を含む実施期間の環
境保全型農業直接支払交付金の
認定を受けた団体名等を記載して
ください。（以下、同様）
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■ 組織の設立、事業計画の作成

市町村と相談し、地域の特色を踏まえて記
載してください。

活動内容を踏まえて記載してください。

様式第１－１号、１－２号は、多面的機能支払、中
山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払
の共通様式です。

これは多面的機能支払交付金のみに取り組む場
合の記載例です。必要に応じて追記等してください。

１号事業（多面支払）については、「環境
負荷低減の取組への支援（通称：みどり
加算）に取り組むため、下段に「○」を記
入してください。

活動内容に合わせて記載
してください。
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「Ⅰ.地区の概要（共通）」は、多面的機能支

払、中山間地域等直接支払、環境保全型
農業直接支払の共通様式です。

• 多面的機能支払交付金の対象となる活動は、活動計画に基づいて実施します。

• 活動計画書（様式第１－３号）は、京都府が策定する「要綱基本方針」（※）に基づい
て作成する必要があります。

４ 活動計画（案）の作成

※「要綱基本方針」とは

国が示す活動指針を基礎として京都府が策定する、多面的機能支払交付金の対象となる活
動の項目を区分して整理した方針です。

■ 組織の設立、事業計画の作成
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・「認定農用地面積」には、５年
間の活動期間中に取り組む予
定の全ての農用地面積を記入
してください。

・農用地面積については、国土
調査等による地籍図等に基づ
く台帳の合計面積や1/2,500程
度以上の縮尺図面の図測によ
る算定を基本とします。詳細は
市町村に確認してください。

計画変更を行った場合は
変更した年度を記入してください。

Ⅰ. 地区の概要

■ 組織の設立、事業計画の作成

「環境負荷低減の取組への支援
（通称：みどり加算）に取り組むた
め、「資源向上支払（共同）欄に
記入してください。

該当なし

認定農用地の区域内において、
中山間地域等直接支払交付金
の集落協定にも含まれている
面積がある場合は記入してくだ
さい。
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■ 組織の設立、事業計画の作成

【実施区域図】

活動範囲が判別可能な図面に、「みどり加算」の対象となる全ての農用地を図示します。
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【令和６年次会計実地検査関係指導】

① 活動の対象となる農用地の確認

会計実地検査において、対象農用地に交付金算定の対象とならない土地が含まれている
ことや地目の判断が適切ではないことが判明し、交付金の返還に至るケースが確認されて
います。

そのため、対象農用地に農地とは認められない土地が含まれることや地目の判断が適切
でない状況とならないよう、見回りによる現地確認に加えて、衛星写真及び航空写真の閲
覧サービス等も活用して対象農用地の設定を適切に実施してください。

また、対象農用地に農業関連施設等が存在するなど、農用地の判断に迷う場合等は、市
町村に確認してください。

衛星写真閲覧サービスの一例

eMAFF農地ナビ（https://map.maff.go.jp/）

農業委員会等（農業委員会が置かれていない市町村を含む。）が備えている農地台
帳と農地に関する地図について、農地法により公開するとされた一部の情報をイン
ターネット上で閲覧できるサイト

※農地台帳上の地番及び地目・面積等各種分類の表示も可能
※衛星写真の撮影時期は公開されていないので注意
※使用料等が発生する場合には、交付金の活用が可能

■ 組織の設立、事業計画の作成

https://map.maff.go.jp/
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構成員が団体の場合は、「氏名」欄
に代表者名もしくは団体名を記入し
てください。

【R7変更点】
多面的機能支払交付金のみに取り
組む場合、住所の記入は不要としま
した。

「分類番号」欄には左の「多面的機
能支払分類番号リスト」から該当す
る番号を選び、記入してください。

■ 組織の設立、事業計画の作成

【構成員一覧】

申請主体である農業者団体等の構成員の一覧を作成します。

「別添２ 構成員一覧」は、多面的機能支払、

中山間地域等直接支払、環境保全型農業
直接支払の共通様式です。

申請主体である農業者団体等が、引き続き、
環境保全型農業直接支払にも取り組む場
合、同じ構成員一覧を活用することが可能
です。この場合、多面的機能支払において
「環境負荷低減の取組への支援（通称：み
どり加算）」に取り組む者について、「多面
的機能支払」の項目に「○」を記入し、「分
類番号」を左下のリストから選択して記入し
てください。
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（別紙１） 多面的機能支払に係る活動計画書（１号事業様式）
Ⅱ. １号事業（多面的機能支払）

「１．交付金額」の各欄については、
この項目にのみ「○」を記入してくだ
さい。

■ 組織の設立、事業計画の作成

【多面的機能支払に係る活動計画書（１号事業様式）】

「１．交付金額」では、以下のとおり該当項目に「○」を記入し、「みどり加算」の取組
内容を、加算措置の様式のうち（別葉）（６）環境負荷低減の取組への支援 に記入します。

「４．加算措置」の「環境負荷低減の
取組への支援」に「○」を記入してく
ださい。
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• 化学肥料及び化学合成農薬の使用を「京都府における農作物栽培に係る慣行レベル」
（通称：「慣行レベル」）から５割以上低減する取組と合わせて行う対象取組（※１）
について、取組面積（※２）に対し、交付します。

＜加算措置の要件＞

① 対象取組について、各取組の要件（次ページ）を満たすこと（毎年度実施）。

② 化学肥料及び化学合成農薬の使用を慣行レベルから５割以上低減する取組と組み合
わせて行うこと（毎年度実施）。

③ 取組ごとに２年目以降の取組面積が初年度の取組面積を下回らず、終了年度の取組
面積が初年度の取組面積を上回ること。

• 同一ほ場で複数の取組を実施した場合も、受けられる加算は１つの取組分のみです。

４． 加算措置 （６）環境負荷低減の取組への支援（通称：みどり加算）【R７拡充】

※１ 対象取組

長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、
中干し延期、江の設置等

「作物名」は水稲、麦、豆、いも、野菜、
なたね等を記入してください。（パソコン
で入力する場合、プルダウン選択できま
す。）

・「計画面積」は、畦畔、法面を含まない
本地面積（a未満切捨て）を記入してくだ
さい。

・「計画面積」は、取組ごとに、２年目以
降の取組面積が初年度の取組面積を
下回らず、終了年度の取組面積が初年
度の取組面積を上回る必要があります。

※２ 取組面積

交付対象面積は、取組を実施する面積（畦畔
及び法面面積を含めない）です。

■ 組織の設立、事業計画の作成
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環境負荷低減の取組の要件

〇長期中干し

〇冬期湛水

① 栽培する主作物が水稲であること。
② 稲の生育中期に10a当たり１本以上の溝切りを実施した上で14日以上の中干しを実施すること。

① 栽培する主作物が野菜、大麦、なたね等であること。
② 転作田又は湛水可能なほ場であること。
③ 6月下旬～9月上旬の期間内に２ヶ月以上の湛水期間を確保するため、前作の収穫後に耕起、代

かき、畦畔補修等、適切な漏水防止措置及び適切な取水措置が講じられていること。
④ 湛水期間中の開放水面を維持するため深水管理等の雑草対策に努め、雑草の繁茂がみられた部

分については必要に応じて適宜代かきを行う等、適切な管理が行われていること。
⑤ 市町村等が作成した計画に即して実施されている取組であること又は生物多様性保全に資する

ものとしてその実施に関して市町村長の承認等を得た取組であること。なお、市町村等が作成す
る計画については、以下の内容の記載されているものとする。
ａ 生物多様性保全に関する市町村等の基本的考えが記載されていること。
ｂ 生物多様性保全の取組を推進するための方策として夏期湛水が位置付けられていること。

① 栽培する主作物が水稲であること。ただし、R6年度まで環境保全型農業直接支払交付金におい
て、水稲以外を対象として取組実績がある場合はこの限りではない。

② ２ヶ月間以上の湛水期間を確保するための適切な取水措置及び漏水防止措置が講じられている
こと。

③ 市町村等が作成した計画に即して実施されている取組であること又は生物多様性保全に資する
ものとしてその実施に関して市町村長の承認等を得た取組であること。なお、市町村等が作成す
る計画については、以下の内容の記載がされているものとする。
ａ 生物多様性保全に関する市町村等の基本的考え方が記載されていること。
ｂ 生物多様性保全の取組を推進するための方策として冬期湛水が位置付けられていること。

〇夏期湛水

① 栽培する主作物が水稲であること。
② 10a当たり原則10ｍ以上とし、10ｍ/10aに満たない場合は、取組面積（a（※1a未満切り

捨て））＝設置した長さ（ｍ）として取組面積を調整すること。江の形状は、原則として「深さ
10cm以上、水面幅30cm」とする。

③ 湛水の状態とする期間は、原則として、中干し開始時から、8月中旬までとする。
④ 湛水等の期間中、江に除草剤を使用しないこと。
⑤ 魚類等の希少種が水田内で保護されるよう、適切に管理すること。
※魚類保護をする場合は、以下の①・⑤の要件を全て満たせばよいものとする。

○江の設置等

① 栽培する主作物が水稲であること。
② 中干し開始時期を慣行時期より1ヶ月程度延期又は中止し、慣行の水稲栽培期間、常時湛水状態

を保つこと。
③ 常時湛水状態を保つための定期的な水管理及び畦の点検・補修を実施すること。

○中干し延期

＜取組要件＞
以下の取組から１つ以上を選択して実施します。

■ 組織の設立、事業計画の作成
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参考：５割低減の取組（みどり加算）

慣行レベル ５割低減 慣行レベル ５割低減

主作物について、化学肥料及び化学合成農薬の使用を慣行レベル※ から
５割以上低減する取組です。

低減割合の比較に用いる慣行レベルは、個々の農業者の現行の施用量ではな
く、京都府が定めた化学肥料と化学合成農薬の慣行レベルを用います。
化学肥料は窒素成分量、化学合成農薬は成分使用回数により算定を行います。

～ 化学肥料・化学合成農薬の低減割合の算定の仕方 ～

計算の仕方

NK化成
30 kg/10a × 15％ ＝ 4.5 kgN / 10a

↑
窒素成分の割合

殺虫剤（２成分） １回×２成分 = ２
殺菌剤（１成分） １回×１成分 = １
殺菌剤（２成分） １回×２成分 = ２
除草剤（１成分） ３回×１成分 = ３    

4.5kgN

9.0kgN

５割以下になるよう取り組んでください

８回

16回

【 ５割低減の取組とは 】

【 算定の仕方 】

※ 「京都府における農作物栽培に係る慣行レベル」について
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、京都府が地域の施肥・防除の実態を踏まえ、
化学肥料及び化学合成農薬の使用量を品目ごとに設定したものです。詳細については、以下のサ
イトをご覧ください。
https://www.pref.kyoto.jp/nosan/1210119719155.html

化学肥料 化学合成農薬

成分使用回数

計算の仕方

８回成分使用回数合計

■ 組織の設立、事業計画の作成

京都府 慣行レベル
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【交付額の算出方法】

（１） 資源向上支払交付金（共同）みどり加算の対象農用地面積（畦畔及び法面面積を含
めない）に、取組別の交付単価を乗じて算出します。なお、毎年度の交付額は、当該年度
の取組面積（実績）に対して支払われます。

（算定例）

対象農用地面積 長期中干し：5,000.4a、冬期湛水：4,999.6a

○ 対象農用地面積の端数処理

長期中干し：5,000.4a → 5,000a（小数第一位切り捨て）

冬期湛水 ：4,999.6a → 4,999a（小数第一位切り捨て）

○ みどり加算の交付額の算出

長期中干し：5,000a×800 円/10a＝ 400,000 円

冬期湛水 ：4,999a×4,000 円/10a＝ 1,999,600 円

計： 2,399,600円

【単価】

■ 組織の設立、事業計画の作成

交付額の算定方法

取組
みどり加算

①

長期中干し 800

冬期湛水 4,000

夏期湛水 8,000

中干し延期 3,000

江の設置等
（作溝実施）※1 4,000

江の設置等
（作溝未実施）

3,000

単位：円/10a

①：５年間以上実施した農用地は、①に0.75を
乗じた額を加算単価とする。（実質、令和12
年度以降の適用となります。）

※1 江の設置に作溝作業を伴う場合
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• 令和７年度から、環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）の
チェックシートに取り組む必要があります。

• チェックシート（様式第１－11号）は、事業計画の認定申請時に「申請時（しま
す）」の欄にチェックを入れ、事業計画書と併せて市町村長に提出する必要がありま
す。

• GAP 認証等を取得している場合は、本様式を提出する代わりに、GAP認証等の取得
を証明する書類の提出をすることができます。

みどりチェックの詳細は、活動組織向けの解説書を参照してください。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

５ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）【R7追加】

■ 組織の設立、事業計画の作成

申請時（します）の欄にチェック
します。

多面 クロスコンプライアンス



20

多面的機能支払交付金の実施に関する事項は総会で決定し、議決事項は構成員全員に周知
するなど、構成員の合意形成を行ってください。

具体的な合意形成の手続は、農業者団体等の規約に基づいて実施します。

１）あらかじめ役員会等で話し合い、総会の審議事項、開催日、開催方法等について設定します。審
議事項は、活動計画の作成又は変更、収支決算及び実施計画に関すること等の活動組織の運営に関
する重要な事項等となります。

２）総会の招集を行います。招集に当たっては、規約で定める日までに（規約例では、開催の７日前
まで）、書面にて会議の日時、場所、目的、審議事項を構成員に通知します。

３）総会は、構成員現在数の過半数の出席をもって成立します。開会前に出席者数の確認を行います。
なお、出席は委任状をもって代えることができます。

議事は、出席した構成員の過半数（特別議決事項にあっては３分の２以上）で決します。
議決前に議案説明、質疑応答を行った上で採決を行ってください。

４）活動事項を構成員全員の承知のもとで実施するため、総会閉会後速やかに、規約で定める方法に
より（規約例では、総会で決定した事項を記載した書面を作成して、その写しを構成員全員に配布
する）構成員全員に確実に周知します。

総会開催から議決までの流れ

総会の開催、議決に当たっての留意点

・総会は、規約に基づいて行います。規約制定時に構成員で話し合い、総会の議決方法等について地
域の事情に応じて適切に定めてください。

・採決に当たっては、挙手や起立等の賛成者数を把握できる方法で行い、賛成者数、反対者数を把握
し、議決の可否を確認してください。また、議事録に議案ごとの賛成者数を記録してください。

・総会を欠席された方へも、記録を書面配布するなどにより、総会の議決事項の周知を行ってくださ
い。

・総会資料や議事録は、実施状況報告の根拠資料ともなりますので、適切に記録し、５年間保管して
ください。

６ 総会の開催

【設立総会】
はじめに設立総会を開催し、作成した規約（案）、役員（案）、事業計画（案）等の活動組織の設立、
活動に関する事項を議題として審議し、議決を得る必要があります。

【通常総会】
通常総会は、毎年度１回以上開催する必要があります。

【臨時総会】
通常総会のほかに、次に掲げる場合に開催する臨時総会があります。
・構成員現在数の３分の１以上から、会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
・監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。
・その他代表が必要と認めたとき。

いずれの総会も、構成員現在数の過半数の出席（委任状を含む）がなければ成立しません。

別記６－１ 活動組織規約（例）に示す総会の開催

■ 組織の設立、事業計画の作成


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39



